
お知らせ 

 
 

令和 5 年 6 月 19 日（月）  
 

副会長 橋本俊哉（株式会社エバーグリーンインターナショナル 代表取締役）が 
令和 5 年度景品表示適正化功績者として表彰されました 

 
 

6 月 19 日（月）16 時 30 分、一般社団法人全国公正取引協議会連合会 令和 5
年定時総会にて、河野太郎 内閣府特命担当大臣（消費者および食品安全担
当）（河野 大臣は、ご公務のため、新井ゆたか 消費者庁長官が代読されまし
た）より、全国釣竿公正取引協議会(東京都中央区 会長 藤井治幸) 副会長 
橋本俊哉 が、令和 5 年度景品表示適正化功績者として表彰されました。 
 
これは、弊会役員として多年にわたり、釣竿の表示に関して、一般消費者に
よる自主的かつ合理的な選択を確保することにより、一般消費者の利益を保
護するため、「釣竿の表示に関する公正競争規約」の適切な運用や実態に合わ
せた改正、当協議会の組織強化（会員増加・役員推薦など）、フィッシングシ
ョーにおける公正マークの PR 等、積極的に取り組んだことが消費者庁より
評価され、この度、表彰される運びとなりました。 
 

 
【プロフィール】 
橋本俊哉 （はしもととしや） 
平成 17 年 弊会理事、平成 19 年 会計理事、令和 5 年 副会長 就任 
現在、公益財団法人日本釣振興会 副会長・近畿地区支部長、大阪釣具協同組合 理事長、
株式会社エバーグリーンインターナショナル 代表取締役、中央漁具株式会社 代表取締役
を務める。 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（写真左 新井ゆたか 消費者庁長官／写真右  橋本俊哉 副会長）     
 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            （当日表彰を受けられた皆様） 
 
 



 

【景品表示適正化功績者表彰】 
公正競争規約の運用を通じて景品表示法の目的の達成に顕著な貢献のあった公正取引協議
会等及び公正取引協議会等の役職員の方を対象に、内閣府特命担当大臣から表彰。 
 
【釣竿の表示に関する公正競争規約】 
業界において釣竿の適正な表示を推進するため、一般消費者、学識経験者、釣り愛好者、
製造業者等の意見を取りまとめ、不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）第 31 条
の趣旨に基づき、昭和 59 年に公正取引委員会の認可を受け設定された。釣竿の全長、自
重、仕舞寸法、錘負荷、原産国、安全な使用方法などを一定の基準に沿って表示をするこ
とを定めている。 
 
【全国釣竿公正取引協議会】 
昭和 59 年に公正取引委員会の認可を受け釣竿の表示に関する公正競争規約を運用する機
関として設立。以来、公正取引委員会及び消費者庁に指導を頂きながら、会員企業 64 社
ともに、業界の健全な発展のため、釣竿の適正な表示の普及、電気を通しやすい性質を持
つ釣竿からの感電事故防止を啓発する事業などを推進している。 
（※ 会員数は令和 5 年 6 月 17 日現在） 
 
【弊会歴代表彰】 

 
以上  

  

表彰式日 役職 役員氏名 表彰内容

平成4年1月28日 会長 藤井繁克 公正取引委員会　事務局長賞

平成5年5月21日 公正取引委員会　委員長 感謝状（10年）

平成6年1月31日 副会長 塩澤美芳 公正取引委員会　事務局長賞

平成7年2月3日 副会長 鈴木健兒 公正取引委員会　事務局長賞

平成7年6月21日 会長 藤井繁克 公正取引委員会　委員長賞

平成16年6月27日 会長 塩澤美芳 公正取引委員会　委員長賞

平成17年1月31日 会長 櫻井宏克 公正取引委員会　経済取引局長表彰

平成20年1月19日 理事 酒井貞彦 公正取引委員会　経済取引局長表彰

平成27年6月15日 内閣府特命担当大臣表彰 景品表示適正化功績者表彰(30年)

令和3年6月28日 前副会長・理事 鈴木隆 内閣府特命担当大臣表彰 景品表示適正化功績者表彰

令和5年6月19日 副会長 橋本俊哉 内閣府特命担当大臣表彰 景品表示適正化功績者表彰

全国釣竿公正取引協議会

全国釣竿公正取引協議会

【本件に関するお問い合わせ先】 
全国釣竿公正取引協議会 事務局 菊地洋行 
〒104-0032 東京都中央区八丁堀二丁目 22 番 8 号 
日本フィッシング会館 5 階 
（代表）03-3206-1130 （mail）nfrftc-cfrj_info@jaftma.or.jp 
（web）https://www.jaftma.or.jp/koutori/ 


